
 

 

 八尾市空家等対策協議会運営要綱  

（趣旨）  

第１条  この要綱は，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成

26年 法 律 第 127号 （ 以 下 ｢法 ｣と い う 。） 第 ８ 条第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ

き、八尾市空家等対策協議会（以下 ｢協議会 ｣という 。）の運営等に

関し必要な事項を定めるものとする。  

（ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

第 ２ 条  協 議 会 に 会 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。  

２  会 長 は 、 協 議 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  

３  協 議 会 に 副 会 長 を 置 き 、 委 員 の う ち か ら 会 長 が 指 名 す る 。  

４  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 会 長 が

欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 会 議 ）  

第 ３ 条  協 議 会 は 、 会 長 が 招 集 し 、 会 長 が 議 長 と な る 。  

２  協 議 会 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 会 議 を 開 く こ と が

で き な い 。  

３  協 議 会 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 を も っ て 決 し 、 可 否 同 数

の と き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

（書 面 等 に よ る 審 議 ）  

第 ４条  会 長 は 、 緊 急 を 要 す る た め 会 議 を 招 集 す る 時 間 的 余 裕 が

な い と 認 め る と き 、 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 が あ る と 認 め る と

き は 、 書 面 又 は 電 磁 的 方 法 に よ り 審 議 す る こ と を も っ て 会 議 に

代 え る こ と が で き る 。  

（ 市 長 の 職 務 代 理 ）  

第 ５ 条  市 長 が 会 議 に 出 席 で き な い と き は 市 長 の 指 定 す る 者 が そ

の 職 務 を 代 理 す る こ と が で き る 。  

 

（会議公開の方針）  

第６条  協議会の会議は、原則公開する。ただし、次のいずれかに

該当する場合は、会議の一部又は全部を非公開とする。  

(1) 法第 22 条の規定に基づく特定空家等への措置を議題とする

場合   



 

 

(2) 八尾市情報公開条例（平成７年八尾市条例第９号）第６号各

号に規定する非公開情報に該当する事項を議題とする場合  

(3) 議長が、当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議

事運営に著しい支障が生ずると認める場合  

（部会）  

第７条  八尾市空家等対策協議会規則（平成 29年八尾市規則第 34号）

第５条に基づき、協議会に部会を置く。  

２  部会は、協議会が指名する者をもって構成する。  

３  部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定め

る。  

４  部会長は、部会を代表し、議事その他会務を総理する。  

５  部 会 長 が 会 議 に 出 席 で き な い と き は 、 あ ら か じ め 部 会 長 の 指

名 す る 者 が そ の 職 務 を 代 理 す る こ と が で き る 。  

（補則）  

第８条  この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，会長が協議

会に諮って定める。  

 

附  則  

この要綱は、平成 29 年７月 14 日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。  

  附  則  

この要綱は、令和５年 12 月 13 日から施行する。  


